
西区自治協議会第３部会 会議概要 

平成２７年度 第５回会議 

開催日時 平成２７年９月５日（水）午後３時～午後４時４５時 

会  場 西区役所３階３０３会議室 

出 席 者 

委  員 

塩川部会長 浅妻副部会長 小林邦太郎委員 沢田委員 

岩脇委員 松井委員 中原委員 永吉委員 小林満男委員 

坂井委員 佐野委員 

計１１名

[欠席：青木委員] 

事 務 局 

西区農政商工課長 

西区建設課長 

西区地域課長 

西区地域課 ２名 

主な議事 

１ 西区特産物・観光地カレンダーについて

〇ワーキングチームリーダーの永吉委員より、現在の進捗状況及び完

成イメージ資料について、説明がありました。 

〇文字校正については、正式名称等に留意し，ワーキングチームを中

心に進めていくこととしました。 

〇掲載するイベント情報や掲載内容について、各委員から追加情報や

意見等を９月１４日までに事務局へ提出し、ワーキングチームで検

討を進めることとしました。 

〇カレンダー発行後の、本カレンダーに対する市民意見の聴取（アン

ケート等）について、意見交換を行いました。 

〇カレンダーに対するアンケートを行うこととし、アンケートをカレ

ンダーに挟み込んで配付する方法と、１０月２５日開催の西区アー

トフェスティバルの会場でカレンダーを配布する機会に、アンケー

トを記入・回収する方法で準備を進めることとしました。 

〇アンケートの設問については、次回部会で検討することとしまし

た。 

委員から出された主な意見等は下記のとおり。 

〇カレンダーの内容について 

 ・固有名詞については、十分確認するように。 

 ・巻末資料のガイドマップは、情報量が多すぎて見にくいのでは

ないか。文字情報を大きくできないか。 

〇カレンダーの市民意見の聴取方法について 

 ・１月の自治協議会広報紙に『意見をお寄せください』と掲載す

る方法もあるが、配付部数が限られる中、カレンダーを実際に

見ないと意見をもらえないので、方法として難しいのではない

か。 



・アートフェスティバルでは、イベントに対するアンケートもあ

る中、回答者の負担を軽減し回収率をあげるため、アートフェ

スティバルのアンケートにカレンダーの簡易な設問を加えるな

ど、ＰＴ２との連携や工夫が必要ではないか。 

２ 佐潟・潟普請についてについて

〇９月２０日（日）潟普請について、当日の事業内容やスケジュール

について事務局より説明がありました。 

〇佐潟の葦焼きの実施の可能性について、事務局より関係法令に基づ

き、焼却できる場合の特例について説明がありました。 

〇特例への該当性について、事務局において法令等の確認を行うこと

としました。 

委員から出された主な意見等は下記のとおり。 

・潟普請に参加する人の交通手段については、自家用車か歩いて参

加する人ばかりで、実行委員会で以前送迎バスを用意したことも

あったが、利用実績がほぼ無かったので今はバスの用意はしてい

ないとそうだ。 

・佐潟地域は、葦を焼却したいが、できないので、現在は葦刈りを

して運び出している。 

・十分に乾燥している葦を燃やす場合、煙やにおいはほとんど出な

いので、近隣住民からの苦情も出ないのではないか。 

・法令の「公の施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却」に該

当するのではないか。 

・葦の生育上の点からも焼却するとよい効果がある。 

３ 今後の検討課題について

 〇今期、主に取り組む検討課題である産業振興と観光について、今後

具体的にどう進めていくか意見交換を行いました。

 〇次回部会において、「西区拠点商業活性化推進事業計画」について、

農政商工課長から説明を受け、勉強会を行うこととしました。

委員から出された主な意見等は下記のとおり。

・商店街の活性化やまつりなどの地域イベントなどに大学生の意見

や力を取り入れるべきではないか。

・まちおこしには、よそ者を入れるとよいと言われている。

・西区の観光やイベント情報を総合的に発信するホームページがな

いので、QRコードの発信とともに今後検討してみてはどうか。
４ 次回（第６回）の開催日程について

○協議の結果、次回を次のとおり決定しました。 

日 時：平成２７年１０月９日（金）午後１時３０分～ 

場 所：西区役所健康センター棟１階１０５会議室 

  議 題：今後の検討課題に対する勉強会など 


